
報告第１９号  

 

   専決処分の報告について 

 

 秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部を改正する条例について、別

紙のとおり専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告

する。 

 

  令和６年６月６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  





 

秦野市条例第１８号  

 

秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部を改正する条例 

 

秦野市個人番号の利用事務を定める条例（平成２７年秦野市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第２号中「法別表第１」を「法別表」に改め、同条第３項前段

中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改め、

同項後段中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」 

に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和６年５月２７日から施行する。 

 



 

報告第１９号 秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表 

新 旧 

（個人番号の利用に係る事務） （個人番号の利用に係る事務） 

第３条 法第９条第２項に規定する条例で定める事務は、次に掲

げる事務のうち規則で定めるものとする。 

第３条 法第９条第２項に規定する条例で定める事務は、次に掲

げる事務のうち規則で定めるものとする。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 法別表の第２欄に掲げる事務のうち、市長が行う別表第 

１２項から第２３項までの左欄に掲げる事務 

 (2) 法別表第１の第２欄に掲げる事務のうち、市長が行う別表

第１２項から第２３項までの左欄に掲げる事務 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定は、特定個人番号利用事務を処理する場合につい

て準用する。この場合において、前項中「市長」とあるのは

「市長又は教育委員会」と、「別表の左欄に掲げる事務のうち

規則で定めるもの」とあるのは「特定個人番号利用事務」と、

「同表の右欄に掲げる特定個人情報のうち規則で定めるもの」

とあるのは「利用特定個人情報」と読み替えるものとする。 

３ 前項の規定は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理する

場合について準用する。この場合において、前項中「市長」と

あるのは「市長又は教育委員会」と、「別表の左欄に掲げる事

務のうち規則で定めるもの」とあるのは「法別表第２の第２欄

に掲げる事務」と、「同表の右欄に掲げる特定個人情報のうち

規則で定めるもの」とあるのは「同表の第４欄に掲げる特定個

人情報」と読み替えるものとする。 

  

  

附 則 

この条例は、令和６年５月２７日から施行する。 

 

  




